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フード連合(局)発 13 第 54 号(政策 7) 

2013 年 12 月 25 日 

各単組委員長、担当者 様 

日本食品関連産業労働組合総連合会 

事務局長 山本 健二 

政策局長 栗田 博  

 

 

 

 

 

 

 
 
【法案提出決定までの経過】 

 

◇上記の法案は、民主党｢次の内閣｣消費者・食品安全部門・農林水産部門合同会議を開催

し、安井美沙子参議院議員より議員立法として提起され、来年の通常国会に提出するこ

とが確認されました。 

 

◇民主党 食品偽装表示問題対策本部が設置されました。 

 役員は次のようになっています。 

 

 

 

◆民主党からフード連合に一連の偽装表示等関する意見を求められる！ 
 

◆｢農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律及び食品表示法の

一部を改正する法律案｣ 

 ⇒来年通常国会に民主党議員立法として提出！ 
 

【法案のポイント】 
 ①JAS 法の中に、｢外食・中食｣を含めた飲食料品の原産地等の虚偽の表示を禁止する。

 

 ②違反した場合に行政処分等ができるようにする。 

 

 ③食品表示法にも同様の改正を行う。 

  

※ 現行の JAS 法、食品表示法には｢外食・中食｣の原産地等の表示義務はないため、景

品表示法で優良誤認を禁止しているものの、その周知や理解不足等もあり誤認され易

いといった問題があります。そこで今回の改正案では少なくとも虚偽をしないという

法律の改正を求める内容となっています。中期的には｢外食・中食｣にも食品表示の適

用を目指していることには注視していく必要があります。 

 

フード連合／政策情報 №１

一連の偽装表示に関するトピック！ 
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本部長  ：海江田万里 代表、 

本部長代行：神本美恵子 副代表、 

副本部長 ：泉健太   国民運動委員長、 

事務局長 ：郡和子   NC 消費者担当副大臣、 

事務局次長：金子洋一  参議院消費者対策特別理事、 

事務局次長：篠原孝   副幹事長 

の役員構成となっています。 

 

◇この会議には衆議院議員、参議院議員、関係省庁、各種関係団体、労働組合等で意見交

換等を行ない、再発防止に向けた対応を議論しています。フード連合は、11 月 14 日、

11 月 21 日、12 月 3 日の会議に参加しました。 

 会議では、食品虚偽表示問題に対する各省庁の対応について報告の後、各関係団体より

意見を求められ、消費者に近い団体が多く参加していたこともあり、「消費者の信頼を裏

切る深刻な事態であり、厳しい法規制をするべき。課徴金をかけるべき。」という意見が

多く出されました。 フード連合からは、食品製造業中心の産別で、この間、徹底した

品質管理や検査体制の中で安全で安心な製品を提供しています。そんな中で関連グルー

プのレストランで一部優良誤認表示がありました。また、他にも偽装事実が発表されて

いるなど、消費者の皆様や社会の信頼を揺るがす結果となったことに対しまして深くお

詫びします。フード連合は｢食の安全・安心｣の確保に向けて、啓発・点検活動を 6月～7

月にかけて実施しておりますが、今回の事件を機に、とりわけ生鮮・加工食品はもとよ

り、外食店のメニューの品種や産地表示の実態調査や取り扱いなど総点検を要請してい

ます。先程から、法規制の強化の必要性が議論されていますが、再発防止に向けては、

まずは現在の法律の枠内で周知徹底や取り締まりをきちんとすることが先決だと思いま

す。仮に食品表示法の見直しを検討するのであれば、消費者にも分かり易く、製造・外

食産業にも分かり易いものでなければならないし、現場で混乱しないような対応をお願

いします。」などの意見を述べました。  

 

◇3 回の会議の中で、｢外食・中食｣に原産地表示を義務付けることは実態を考えると困難

であり、まずは原産地表示等について虚偽を禁止し、違反した場合行政処分等をできる

法律にすることが必要である。｣とした内容で法律案としてまとまりました。 
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